
商店街プレミアム付商品券支援事業補助金交付要綱 

 

制   定    令和５年６月２日経商第 193 号（経済局長決裁） 

 最近改正    令和８年３月 12日経商第 1451号（経済局長決裁） 

 

（趣旨）  

第１条 この要綱は、商店街が物価高騰等に直面する生活者を支援するとともに、消費喚起及び地域経

済の活性化に向けた取組として行うプレミアム付商品券事業に要する経費に対し、商店街プレミアム

付商品券支援事業補助金（以下「補助金」という。）を交付することについて、必要な事項を定める

ものとする。 

２ 補助金の交付については、横浜市補助金等の交付に関する規則（平成17年11月横浜市規則第139号。

以下「補助金規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。  

 

（用語の定義）  

第２条 この要綱における用語の意義は、次の各号に定めるもののほか、横浜市商店街の活性化に関す

る条例（平成27年２月横浜市条例第３号。以下「商店街活性化条例」という。）の例による。 

(1)  「商店会」とは、次に掲げるいずれかを満たす横浜市内に存する団体をいう。 

ア 商店街振興組合法（昭和37年法律第141号）に基づき設立された商店街団体 

イ 中小企業等協同組合法（昭和24年法律第181号）に基づき設立された商店街団体 

ウ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成18年法律第48号）に基づき設立された商店

街団体 

エ 前各号に掲げる商店街団体に準ずる任意の商店街団体であり、規約等により代表者の定めがあ

り、商店会等の定款又は規約等において、役員を会員の互選で選出している団体 

(2) 「区商店街連合会」とは、前号アからエに規定する団体で構成する各区の連合組織をいう。 

(3) 「市商店街総連合会」とは、前号に規定する各区商店街連合会で構成する連合組織をいう。 

(4) 「商店会等」とは、商店会、区商店街連合会及び市商店街総連合会をいう。 

(5) 「正会員」とは、商店会等が定める定款又は規約等で規定している会員として商店会等に加盟し

ており、商店会等の総会において議決権を有するものをいう。 

(6)  「プレミアム付商品券」とは、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第３条第１項に規定

する前払式支払手段に該当する商品券であって、商品券に一定の割り増しを付加して発行できるも

のをいう。 

(7) 「電子商品券」とは、プレミアム付商品券のうち、電子上で決済されるプレミアム付商品券又は

電子上で決済される商品券及び紙やプリペイドカードによる商品券との複合型のプレミアム付商

品券をいう。 

(8) 「商店会商品券事業」とは 商店会が実施するプレミアム付商品券事業をいう。 

(9) 「中・広域商品券事業」とは、区商店街連合会又は市商店街総連合会が実施するプレミアム付商

品券事業をいう。 

(10) 「利用可能店舗」とは、第５条に規定する利用店舗のうち、第11条に基づく交付申請時に商品券

が利用できる店舗として登録された店舗をいう。 

(11) 「利用実績店舗」とは、第５条に規定する利用店舗のうち、第16条に基づく事業実績報告時に商

品券が利用された店舗として報告される店舗をいう。 

(12) 「総収入」とは、次の各号に掲げる収入の合計額をいう。 

ア 補助金額 



イ 未利用額の原資分（販売され購入された商品券のうち、利用されなかった商品券の総額からプ

レミアム分を除いた額） 

ウ 商品券事業に係る収入（臨時会費や換金手数料収入等） 

エ 通常会費 

(13) 「総支出」とは、次の各号に掲げる支出の合計額をいう。 

ア 補助対象経費の計 

イ 委託料及び消耗品費において、補助対象経費を超過する分の金額の計 

 

（補助対象事業） 

第３条 この要綱における補助対象事業は、補助対象者が実施するプレミアム付商品券の発行、販売、

利用及び換金に関する事業であって、次の各号に掲げるいずれの内容にも適合するものとする。 

(1) 実施事業は商店会商品券事業又は中・広域商品券事業のいずれかであること。 

(2)  プレミアム率は25パーセント以内であること。 

(3)  プレミアム付商品券の発行方式は、紙による商品券又は電子商品券のいずれかであること。 

(4)  プレミアム付商品券の利用可能期間は令和８年４月１日から翌年１月31日までの期間中、６か月

以内であること。 

(5) プレミアム付商品券に、次に掲げる偽造及び不正利用を防止する対策を講じていること。 

ア 紙による商品券事業の場合、ナンバリング印刷、ホログラム・箔押し又はコピーガードその他

の偽造防止措置を施すこと。 

イ 電子商品券事業の場合、購入時の本人確認及び購入者の個人情報の保護等を含めて必要な対策

が施されているアプリ・システム等を利用すること。 

(6)  購入者一人当たりの購入上限額は30,000円以内であること。 

２ 区商店街連合会が中・広域商品券事業を実施する場合、区商店街連合会の加盟商店会のうち、半数

以上の商店会が参加しなければならない。 

３ 補助対象者は、プレミアム付商品券の販売額をより多くの者が購入できる金額となるよう努めなけ

ればならない。 

４ 補助対象者は、プレミアム付商品券の販売について広く告知を行い、購入機会の公平性を確保する

よう努めなければならない。 

５ 補助対象者は、補助対象事業の執行にあたり、国、都道府県その他の地方公共団体又は本市の補助

金を同一経費に併用してはならない。 

６ 国、都道府県その他の地方公共団体から同趣旨の補助金を受けて事業を実施する場合、実施時期を

分散する等、本補助金による事業とは明確に区別しなければならない。 

 

（補助対象者） 

第４条 補助対象者は、商店街活性化条例第６条に規定する商店会の責務に基づく活動を日頃から実施

している、令和８年２月１日時点で存在する商店会等とする。 

２ 商店会は中・広域商品券事業を、区商店街連合会及び市商店街総連合会は商店会商品券事業を、そ

れぞれ申請することはできない。 

３ 次に掲げる者は、別途この補助金を交付申請し、共同実施し、又は構成商店会として参加すること

ができない。 

(1) 本補助金について、すでに交付申請又は共同実施を行った商店会等 

(2) 市商店街総連合会が実施する中・広域商品券事業に参加する区商店街連合会。ただし、商店会（共

同実施する商店会を含む。）については、中・広域商品券事業に１回に限り重複して参加することが



できる。 

４ 本補助の交付を受けようとする補助対象者（共同実施する商店会等を含む）は、本市が実施する「脱

炭素取組宣言制度」に基づき、脱炭素化の取組を宣言しなければならない。 

 

（利用店舗） 

第５条 プレミアム付商品券が利用できる店舗として登録できる店舗は、次に掲げるすべての要件に内

容にも適合するものとする。 

(1) 横浜市内に所在していること。 

(2) 商品券事業を行う商店会等に加盟する会員であること。 

(3) 常設の店舗であること。 

(4) 第10条に規定する商品券を利用できない店舗等に該当しないこと。 

２ 商店会商品券事業において、大型商業施設その他複数の店舗が入居する施設（以下、「大型商業施設

等」という。）が利用店舗となる場合は、当該施設が所在する区内の商店会が実施する事業に限り、利

用店舗として登録することができる。 

３ 中・広域商品券事業において、実施する区商店街連合会の区域内に所在する店舗に限り、利用店舗

として登録することができる。 

４ 利用店舗数の算定は、次の各号に掲げるいずれかによるものとする。 

(1) 店舗数は、原則として１つの店舗を１店舗分として算定する。 

(2) 前号に関わらず、大型商業施設等は、１店舗分として算定する。ただし、施設内の各店舗がそれ

ぞれ実施する商店会等の会員であるときは、会員数により算定することができる。 

５ 同一年度内において、既に本補助金を活用する商店会商品券事業に利用店舗として登録した店舗が、

本補助金を活用する他の商店会商品券事業に利用店舗として登録する場合は、いずれの商店会商品券

事業においても、当該店舗が事業を実施する商店会の正会員である場合に限る。 

６ 利用店舗は、本市が実施する「脱炭素取組宣言制度」に基づき、脱炭素化の取組を宣言するよう

に努めなければならない。 

 

（補助対象経費） 

第６条 補助対象経費は、別表１に定めるとおりとする。 

２ 前項に規定する補助対象経費は、交付決定の日以後に発生した経費とする。ただし、プレミアム付

商品券の販売が令和８年５月31日までに開始される場合は、申請書を提出した日以後に発生した経費

を補助対象とする。 

 

（補助率及び補助限度額） 

第７条 補助率及び補助限度額は、別表２に定めるとおりとする。 

２ 補助金額は補助対象経費ごとに算出し、それらを合算したものとする。なお、補助対象経費の算

出にあたり１円未満の端数が生じた場合は、その額を切り捨てる。 

３ 事業費及び事務費等の補助金額の算出にあたり1,000円未満の端数が生じた場合は、その額を切り

捨てる。 

 

（補助対象期間） 

第８条 補助対象期間は、交付決定を受けた日から令和９年２月12日までとする。ただし、令和８年５

月31日までにプレミアム付商品券の販売が開始される事業については、申請書を提出した日から令和

９年２月12日までとする。 



 

（商品券を利用できない商品等） 

第９条 次に掲げる商品等は、プレミアム付商品券の利用対象商品として認めない。 

 (1) 出資や債務の支払い 

 (2) 国や地方公共団体への支払い（公営競技を含む） 

 (3) 有価証券、金券、各種商品券、乗車券、切手、はがき、印紙等の換金性の高いもの 

 (4) たばこ事業法（昭和59年８月10日法律第68号）第２条第１項第３号に規定する製造たばこ 

(5) 公的医療保険及び公的介護保険が適用される医療費等の自己負担分 

(6) 現金との換金、金融機関への預入れ 

(7) 特定の宗教又は政治団体と関わるもの 

 (8)  商品券の交換又は売買 

 (9)  公序良俗に反するもの 

(10)  その他、商品券の利用内容として不適切であると市長が認めるもの 

 

（商品券を利用できない店舗等） 

第10条 次に掲げる店舗は、本事業に参加することができない。 

 (1) 前条に定める商品等のみを取り扱うもの 

 (2) 特定の宗教又は政治団体と関わるもの 

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２条に規定する

営業を行うもの 

 (4)  公序良俗に反する営業を行っているもの 

 (5) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第２項第２号に該当するもの及び刑法（明

治40年法律第45号）第96条の３若しくは第198条又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する

法律（昭和22年法律第54号）第89条第１項第１号の規定による刑の容疑により刑事訴訟法（昭和23

年法律第131号）第247条の規定に基づく公訴を提起されているもの 

 (6) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号。以下「法」と

いう。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。） 

(7) 法人にあっては、代表者又は役員のうち暴力団員（法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。）

に該当する者がいるもの 

 (8) 法人格を持たない団体にあっては、代表者が暴力団員に該当するもの 

 (9)  市町村民税を滞納しているもの 

(10) その他、商品券の利用店舗として不適切であると市長が認めるもの 

２ 利用店舗は、プレミアム付商品券を自社の商品の購買並びに自社の事業に供するための物品又はサ

ービス等の調達に用いてはならない。 

 

（交付申請） 

第11条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、商店街プレミアム付商品券支

援事業補助金交付申請書（第１号様式。以下「交付申請書」という。）に別表３に掲げる書類を添付し、

市長に提出しなければならない。ただし、市長は必要に応じて添付書類の省略や追加を求めることが

できる。 

２ 補助事業において支出を行う場合は、金額に関わらず、原則として市内事業者又は地方自治法施行

令第167条の２第１項第３号に規定する事業者（以下、「第３号事業者」という。）から見積書を徴収し

なければならない。ただし、第６条別表１に掲げる補助対象経費のうち、人件費・謝金を除く。 



３ 補助事業において、１件1,000,000円未満の支出に係るものについては、横浜市有資格者名簿に登録

されている市内事業者又は第３号事業者からの見積書１者分をもって足りるものとする。横浜市有資

格者名簿に登録されていない市内事業者から見積書を徴収する場合は、併せて同名簿に登録されてい

る市内事業者からも見積書を徴収しなければならない。なお、市長が契約の性質上これらの方法によ

り難いと認める場合はこの限りでない。また、プレミアム付商品券の販売が、令和８年５月31日まで

に開始される場合は、市外事業者からも見積書を徴収することができ、横浜市有資格者名簿に登録さ

れていない市内事業者から見積徴収する場合を含め、１者分で足りるものとする。 

４ 補助金規則第 24 条の規定により、補助事業において次の各号に該当する場合は、当該各号に掲げ

るとおり入札又は見積書の徴収を行わなければならない。 

(1) １件 1,000,000 円以上 10,000,000 円未満の支出に係るものについては、２者以上の市内事業者

から見積書を徴収しなければならない。この場合において、徴収する見積書のうち１者は、横浜市

有資格者名簿に登録されている市内事業者でなければならない。 

(2) １件 10,000,000 円以上の支出に係るものについては、３者以上の市内事業者から見積書を徴収 

又は５者以上の市内事業者による指名競争入札を行わなければならない。この場合において、徴収

又指名する事業者のうち１者は、横浜市有資格者名簿に登録されている市内事業者でなければなら

ない。 

５ 補助金規則第 24 条但書に規定する市内事業者による入札又は２者以上の見積書の徴収を行わない

場合及び第３項の規定に基づく見積書の徴収を行わない場合とは、次の各号に掲げる場合とする。こ

の場合においては、市内事業者による入札又は２者以上の見積書の徴収を行うことができない旨又は

横浜市有資格者名簿に登録されている市内事業者からの見積書の徴収を行うことが出来ない旨の理

由書を作成し、申請書に添付しなければならない。 

(1) 事業の特殊性・専門性から、市内事業者では履行が困難であると市長が認めたとき。 

(2) 特許や商標登録等を使用した事業で、権利所有者以外の者と契約する場合、明らかに高額である 

と市長が認めたとき。 

(3) その他、事業等の性質上、特定事業者に発注せざるを得ないと市長が認めたとき。 

６ 事業の実施にあたり、申請者（共同実施する商店会等を含む）の代表者の経営する事業者と契約

するときは、民法（明治29年法律第89号）第108条の規定に基づき、申請者がそのことを承諾したこ

とを証する書面を申請書と併せて提出しなければならない。 

７ 第６条別表１に掲げる補助対象経費のうち、消耗品については、市外事業者からの見積書の徴収

を認めるとともに、１者による見積書の徴収をもって足りるものとする。ただし、１件の金額が

1,000,000円未満の場合に限る。 

 

（交付決定等） 

第12条  市長は、申請書を受理したときは、審査及び必要な調査等を行い、補助金を交付すべきと認め

たときは、予算の範囲内で補助金の交付を決定する。 

２ 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要な限度

において、条件を付すことができる。 

３ 市長は、補助金を交付する決定をしたときは、商店街プレミアム付商品券支援事業補助金交付決定

通知書（第２号様式。以下「交付決定通知書」という。）により、申請者に対し、その旨を通知する。 

４ 市長は、補助金を交付しない決定をしたときは、商店街プレミアム付商品券支援事業補助金不交付

決定通知書（第３号様式）により、申請者に対し、その旨を通知する。 

５ 交付決定通知書の交付を受けた者（以下「補助事業者」という。）及び共同実施する商店会等は、利

用店舗に対し、本市が実施する「脱炭素取組宣言制度」に基づく脱炭素化の取組を宣言するよう勧奨



しなければならない。 

 

（申請の取下げ） 

第13条  申請者が、補助金規則第９条第１項の規定により申請の取下げを行う場合は、商店街プレミア

ム付商品券支援事業補助金交付申請取下届出書（第４号様式）を、市長に提出しなければならない。  

２ 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったも

のとみなす。 

 

（変更等の承認申請） 

第14条 補助事業者が、補助事業の内容を変更、中止又は廃止する場合は、事前に、商店街プレミアム

付商品券支援事業計画変更等承認申請書（第５号様式）に次号に掲げる書類を添付して、市長に提出

しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。 

(1) 補助事業の変更、中止又は廃止を決定する総会等の議事録の写し 

(2) その他、市長が必要と認める書類 

２ 前項の規定にかかわらず、利用可能店舗数の増加に伴う補助上限額の変更は認めない。 

３ 市長は、第１項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めた場合には、

商店街プレミアム付商品券支援事業計画変更等承認通知書（第６号様式）により、不適当と認める場

合には、商店街プレミアム付商品券支援事業計画変更等不承認通知書（第７号様式）により、それぞ

れ補助事業者に通知する。 

４ 前項の通知に基づき補助事業者が補助事業を中止又は廃止した場合は、中止又は廃止した補助事業

に係る経費について、第 20 条の規定に基づき、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すものと

する。 

 

（調査、指示及び状況報告） 

第15条 補助事業者及び補助事業の実施に係る発注先等は、補助金規則第27条の規定に基づき、市長が

必要な調査を実施しようとするときは、これに協力しなければならない。 

２ 市長は、補助事業等の適正な遂行を確保するため、補助事業者及び補助事業の実施に係る発注先等

に対し必要な措置を指示することができる。 

３ 補助事業者及び補助事業の実施に係る発注先等は、補助金規則第12条の規定に基づき市長から報告

を求められた場合は、速やかに報告書を市長に提出しなければならない。 

 

（事業実績報告） 

第16条  補助事業者は事業完了後、補助金規則第14条第１項の規定により、補助事業の完了後30日以内

又は市長が指定する日のいずれか早い日までに、商店街プレミアム付商品券支援事業実績報告書（第

８号様式。以下「実績報告書」という。）に別表４に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければなら

ない。ただし、事業内容や必要に応じて、市長は添付書類の省略又は追加をすることができる。 

 

（補助金交付額の確定） 

第17条 市長は、前条の規定による報告があったときは、審査及び必要な調査等を行い、補助金の交付

額を確定する。 

２ 補助金の交付確定額は、当該事業の交付決定時に算出した事業費及び事務費の額（第14条の規定に

より事業費及び事務費の変更を承認した場合は変更された内容）を上回らないものとする。 

３ 商品券の未利用があった場合、未利用額の原資分を交付確定額から減じるものとする。 



４ 交付確定額を含む総収入は、総支出を上回らないものとする。 

５ 商店会商品券事業において、前条の規定による報告時の利用実績店舗数が、交付決定時（第14条の

規定により変更を承認した場合は変更された内容）より少なくなっている場合は、第２項の規定に関

わらず事業費及び事務費の上限額を別に設定することができる。 

６ 市長は、補助金交付額を確定したときは、商店街プレミアム付商品券支援事業補助金交付額確定通

知書（第９号様式）により、補助事業者に対し、その旨を通知する。なお、次条第３項に規定する補

助金の概算払を受けた補助事業者に対しては、商店街プレミアム付商品券支援事業補助金交付額確定

通知書（第 10号様式）により、その旨を通知する。 

 

（補助金交付の請求） 

第18条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、商店街プレミアム付商品券支援事業補

助金請求書（第11号様式。以下「請求書」という。）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項による請求書を受けた日から 30日以内に補助金を交付する。 

３ 横浜市会計規則第 49条に規定する補助金の概算払を希望するときは、第 11条第１項に規定する交

付申請書及び添付書類と併せて商店街プレミアム付商品券支援事業概算払に係る確認書（第 12 号様

式）を提出しなければならない。この場合において、補助事業者は、補助金の交付を受けようとする

ときは、商店街プレミアム付商品券支援事業補助金概算払請求書（第 13 号様式。以下「概算払請求

書」という。）を市長に提出しなければならない。 

 

（受給権の譲渡又は担保の禁止） 

第19条 補助事業者は、第12条の規定に基づく交付決定によって生じる権利の全部又は一部を市長の承

諾を得ずに、第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 

 

（交付決定の取消し等） 

第20条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消

すことができる。 

(1) 補助事業者が第４条第１項の要件を満たさなくなった場合 

(2) 補助金規則第 10条又は第 19条に該当する場合 

２ 前項の規定により取消しをした場合は、商店街プレミアム付商品券支援事業補助金交付決定取消通

知書（第14号様式）により、補助事業者に対して通知する。 

３ 市長は、第１項の規定により取消しをしたとき、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補

助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずる。 

４ 第１項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合においては、当該取消しを行わない。 

(1) 地震、火災等自然的又は人為的な事象により、補助事業者の責めに帰すことができないもの 

(2)  その他市長が特にやむを得ないと認めた場合 

 

（申請書等の提出方法） 

第21条 本要綱に基づき市長へ提出する申請書、届出書、実績報告書及び請求書等の提出方法は、電子

メール、FAX、郵送又は持参とする。 

 

（関係書類の保存期間） 

第22条 補助金規則第26条の規定により市長が定める関係書類の保存期間は５年間とする。 

 



 

（その他） 

第23条 この要綱に定めるもののほか補助事業の実施に関し必要な事項は、経済局長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和５年６月２日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和６年３月１日から施行する。 

なお、令和５年 12月 31日までに申請し、実施した事業については、改正前の本要綱の規定に従うも

のとする。 

 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和８年３月 12日から施行する。 

 

（経過措置） 

２ この要綱の施行前にされた申請については、なお従前の例による。 

 

  



別表１（第６条関係）補助対象経費 

内容 補助における条件等 

事業費 補助事業者がプレミアム付商品

券の利用可能店舗の求めに応じ

て精算換金した総額のプレミア

ム相当額 

 

事務費 印刷費 ・商品券印刷費 

・チラシ・ポスター等印刷費 

 

広報宣伝費 ・SNS や地域紙等への掲載とい

った広報宣伝費 

（広報宣伝の例）地域紙への広告掲

載、チラシの新聞折り込み、チラシの

戸別ポスティング 

委託料 ・商品券、チラシ等のデザイン委

託 

・商品券の発行・販売委託や換金

等の事務委託 

・委託事業者の業務遂行に係る

通信運搬費 

・電子商品券の発行に係るシス

テム利用等事業運営委託 

・商品券の発行・販売委託や換金等の

事務委託は、１件につき補助対象額

の上限を 40 万円とする。（別表２に

規定する商店会商品券の区分 D の事

業及び中・広域商品券事業において

委託する場合を除く。） 

（事務委託の例）商品券事業全体の

事務、商品券販売日の運営、利用店舗

との換金作業、チラシ等の利用店舗

や関係各所への配送 

・電子商品券の発行に係るシステム

利用等事業運営委託については、商

品券売上のうち利用されなかった商

品券分の売上は、補助対象者に返還

される内容のものを補助対象とす

る。 

手数料 ・商品券発行に係る手数料 ・プレミアム付商品券の利用可能店

舗への振込手数料は補助対象外とす

る（電子商品券事業において、振込業

務を事業者に委託する場合を除く。）。 

人件費・謝金 ・商品券事業を実施するために

必要な従事者の雇用に係る賃金

の支払い又は有償ボランティア

への謝金 

・賃金の場合、神奈川県最低賃金を下

回らないものとする。 

・商店会の会員、会員家族、会員店舗

の従業員に支払う経費は補助対象外

とする。 

会場借上料 ・商品券販売会場等の借上げに

要する費用 

 

リース・ 

レンタル料 

・商品券の販売・換金その他の商

品券事業を実施するために必要

な備品等のリース・レンタルに

要する費用 

 

消耗品費 ・商品券事業を実施するために

必要な消耗品の購入費用及び感

染症等の対策としての衛生用品

の購入費用 

・補助対象額を上限 10万円とする。 

・消耗品は事務用品に限る。また、本

事業を実施するにあたり必要と認め

られる数量に限る。 

（例）ボールペン、コピー用紙、マス

ク、消毒液 

保険料 商品券事業による損失を補填す

る目的で入るイベント保険等 

 

（備 考） 

１ 次の各号に掲げる経費は、補助の対象としない。 

(1) 景品費、食糧費、通信費・切手代、光熱費、各種申請手続費、交際費、その他間接経費及び商品券事業と直接関係しない経費 

(2)  法令や条例等に抵触する事業及び施設の整備 



(3)  消費税及び地方消費税 

(4)  補助金の使途として不適切と認められる経費 

 ２ その他表に定めのない経費の支出については、個別に審査し決定する。 

  



別表２（第７条第１項関係）補助率及び補助限度額 

 

   商店会または複数の商店会が、利用店舗数に応じて実施するもの＜商店会商品券＞ 

区分 利用店舗数 
事業費 事務費 

補助率 補助上限額 補助率 補助上限額 

A 15～29 店舗 

10/10 

2,500,000円 

3/4 

500,000円 

B 30～59 店舗 3,125,000円 600,000円 

C 60～99 店舗 3,750,000円 750,000円 

D 100店舗 以上 7,500,000円 2,200,000円 

 

   区商連、複数の区商連もしくは市商連が共同で実施するもの＜中・広域商品券＞ 

事業費 事務費 

補助率 補助上限額 補助率 補助上限額 

10/10 
１区商連あたり 

7,500,000 円 
3/4 

１区商連あたり 

2,200,000円 

 

 

  



別表３（第 11条第１項関係）交付申請提出書類 

(1)事業計画書（第１号様式の２）  

(2)収支予算書（第１号様式の３）  

(3)本補助金の活用に係る事業計

画を承認する総会等の議事録

の写し 

・利用可能店舗数について記載があること。 

・見積書の徴収先が会長等の代表者が代表を務める事業者（法

人の場合は役員が代表を務める事業者）等の場合は、必ず当

該事業者が見積もり先（発注予定者）となる旨を、承認を得

ていることが記載されていること。 

・複数の商店会等が共同実施する場合は、参加する全ての商店

会等の議事録の写しがあること。 

(4)定款又は規約等の写し ・複数の商店会等が共同実施する場合は、参加する全ての商店

会等の定款又は規約等の写しがあること。 

(5)役員名簿の写し ・複数の商店会等が共同実施する場合は、参加する全ての商店

会等の役員名簿の写しがあること。 

(6)利用可能店舗名簿 ・所属商店会名、店舗名、店舗所在地、連絡先（電話番号）の

記載があること。 

(7)見積書等経費の内訳がわかる

書類 

以下の条件を満たすこと。 

【すべて該当】（第 11 条第２項ただし書、同条第７項及び商品

券の販売が令和８年５月 31日までに開始される場合を除く） 

・市内事業者から徴収した見積書等の写し 

・見積書等徴収先事業者の履歴事項全部証明書（個人事業主は

住民票の写し）又は横浜市有資格者名簿の写し（公的書類は、

内容が最新のものであって、申請日から６か月以内に交付さ

れたもの。横浜市有資格者名簿は、内容が最新のもの。） 

【１件の金額が 100万円以上 1,000万円未満の場合】 

・２者以上の市内事業者から徴収した見積書等の写し 

【１件の金額が 1,000万円以上の場合】 

・３者以上の市内事業者から徴収した見積書等の写し 

(8)「脱炭素取組宣言」を行ったこ

とが分かる書類 

・複数の商店会等が共同実施する場合は、参加する全ての商店

会等の「脱炭素取組宣言」を行ったことが分かる書類があるこ

と。 

(9)複数の商店会等が共同実施す

る場合については、申請者に本

補助金の申請等に係る事務を

委任する旨がわかる書類 

 

(10)その他、市長が必要と認める

書類 

 

  



別表４（第 16条第１項関係）事業実績報告提出書類 

(1)事業報告書（第８号様式の２）  

(2)収支決算書（第８号様式の３）  

(3)契約書等の写し。 ・ただし、１件の金額が 1,000,000円未満のものは、省略する

ことができる。 

(4)事務費の支払いを証する書類

（領収書等）の写し 

 

(5)プレミアム分費用を証する換

金関係書類 

・利用実績店舗別の、利用額が分かるように記載されているこ

と。 

・換金日が分かるように記載されており、利用店舗の受領印又

は署名があること。 

(6)利用実績店舗名簿 ・申請時に提出した利用可能店舗名簿から、実際に商品券が利

用された店舗が分かるような記載がされていること。 

(7)商品券事業の実施状況（販売

等）がわかる写真及び成果物

（商品券面の見本及びポスタ

ー等の広報物）がわかる資料 

 

(8)電子商品券事業については、商

品券の購入及び利用等の実績

について記載された資料 

 

(9)その他、市長が必要と認める書

類 

 

 


